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’　　ひとこと

新たな自立支援の展開を

　新たな児童福祉法の目玉は何かと問われれば、自立支援の導入という

答えが最もふさわしいように思われます。児童養護施設の規定に自立支

援を追加したり、教護院が児童自立支援施設に名称が変更したりという

ことで、その意気込みのほどが理解されます。

　社会福祉における自立支援という概念は、決して新しいものではない

が、児童福祉サービスにおいては法律にもり込まれたのは最初です。も

ちろん、実践現場においては自立援助とか、社会的自立という言葉は日

常的に使用され、実践されてきました。ただし、その多くが社会的自立

という狭い範囲のものでした。また社会福祉分野において、旧来的に使

用されてきた、福祉サービスの援助を必要としないよう社会生活に復帰

させるという自立助長という狭い捉え方でした。

　今回の法改正において論議された自立支援の考え方は、「児童に対す

る支援にあたっては児童を保護し養育するだけではなく、一人ひとりが

個性豊かでたくましく思いやりのある人間として成長し、自立した社会

人として生きていくことができるようにすることを基本理念とすべきで

ある。」ということを確認しています。そして施策面、具体的なサービ

ス面においても、一人ひとりの子どもにとって最善の利益を確保してい

こうとすることを基本としました。

　このように自立支援の理念、目標に向かって、依存から自立にいたる

過程のなかで、個々の子どもの態様や発達段階に応じて、最もふさわし

いサービスを提供することが、大切です。つまり子どもの人権をより積

極的に尊重し、自己実現をはかるサービスが提供されることが必要で

す。福祉サービスが璽の充足から「生活の質」（QOL）が問われてき

ているなかで、自立支援の導入が求められていると理解してよいのでは

ないでしょうか。　　　　　　　　　　　　編集委員長・福島一雄



自立とは何か
特 集
胃少年の自立支援

わが国の若者の自立状況と支援課題

　　　　　　　　　　　しお　み　とし　ゆき

鯨大轍静糊搬汐見稔幸

　1．はじめに

　「自立」ということばが児童福祉分野で頻繁に使

われるようになるのは、さほど古いことではなく、

最近のことである。これまで、関連した用語として

（今般の児童福祉法の改．IEまでは）「白．、Zl」ではな

く、　・部であったが「独立1ゴ活」ということばが使

われていた。しかし、この言葉は「精神薄弱児」や

「肢体不白山児」などの社会適応を期待したもの

で、必ずしも最近よく使われるような経済的白立、

社会的自立、精神的白立などを意味するものではな

い。「独・乞自活」は同じような言い方で言えば「身

辺的自1？：」に近い意昧合いであった。「自立」は児

竜福祉分野では実質的な内容において重視されてい

ても、用語としてはこれまで必ずしも基本語として

位置付いていなかった、，

　それに対して、今般の児童福祉法の改正で「自、Z」

という語が一挙にキーワードになったc，なぜ2〔｝1吐紀

も最後の時期になって「自立」がキーワード化した

のか、原生省も明確には説明していないようである

が、そこには政策的な背景だけでなく、社会rl（Jな背

景が存在しているように思われる。政策的な背景と

いうのは、現在θ）政府の行政改革の哲学が基本的に

は新自由主義に基づくIl∫場主義をべ一スとしている

ため、国民にいわゆる自助努力を期待するという姿

勢が生まれているということを指している。その期

待の表現形のひとつが「自立」である。しかし現実

には、こうした政策的要請以．Lに、社会の大きな変

　2

化のrliで、児巾福祉関連分蓼lrだけでなく、．∫・どもの

育成にかかわるあらゆる分野で、∫・ども・若者の自

171を妨げる要因が拡大しているという判断があるよ

うに思われる。「自立」を社会テーマにしなければ、

期待されるような子ども・若者が育たなくなってき

ているという判断である。

　一例を挙げてみよう。たとえば、学校教育の分野

で、学校に行かないいわゆる「不登校児」が年々増え

続けていることはよく知られている。こうした∫・ど

もが多くなってきたことが社会問題化したのが1980

年代の中頃であったから、わずか10年少しの問に「不

登校」問題はr一どもの「問題行動」の最大のもののひ

とつになってしまったことになる。1997年度には年

間3011以ヒ病気などの明碓な理川がなく休んだr一ど

もは、小学校、中学校合わせてついにユ0万人をkきく

突破した。このペースで増え続ければ、r・どもには学

校に行く∫一とそうでないr・がいるのだというような

隔『識」さえ生まれかねない状況である、、ところで「不

登校」のj”どもを無川に学校に戻すことは必ずしも

そのr・の求めていることではない、ということは今

や常識になっているが、懸念されるのは、こうした

「不登校」体験をもつr・どもの多くに、誇りを持って

ト1：会に適応し胸を張って化きていくのにためらいが

あるということであるttt条件に恵まれて、たとえば学

校の替わりに「フリースクール1に通うことができ

て、自己にn信を持ち1’i）：して自分探しができた場合

はよい。そうでなく、そうした条件に恵まれなかった
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r・どもの中には、成人してからも［． 引きこもり」にな

ったり、就職しても自信がなくて続かず、結局は家に

戻るという者もかなりいる。制度化が進んだ社会で

　’度制度からはみ川してしまった子どもは、それだ

けでも、負い1」やうまく制度に参人できなかったと

いう自己不全感が強くなるのであろう．．，不登校体験

児の「｜1、ノ」をどう支えていくのか、この間題はこれ

からの仕会の大きな課題となってきたといえる。

　児償養滋施設などの児fiX：福祉関辿施投に入所して

くるf’どもの中に、親による育児放棄や虐待が原因

というJ：どもの比厄が高まってきているが、こうし

た」こどもの扱い方は、そのf’の心の傷が大きければ

大きいほど、む・　一¢°かしいという問題も社会問題化し

始めている、、r’どもによっては職目など周りの大入

にわざと虐待を誘い川すような行動、白己の加害者

への同・化の反映とも思える行動を示すことがあ

る、、こうしたr・どもの扱いは、大人のr1・1にゆとりと

見通しと子どもへの信頼がないとむずかしく、安易

な対’応は容易に新たな虐待に転化してしまう。幼い

頃に．・度心身に深い傷を負うと、そのことから「1111

になって自分を表現し、「1分を創っていくことが相

当に困難なのであるttこうした場合、いったん施設

を出ても、ていねいにアフターケアをしないと、社

会的1「」ン：、精神的白ウ1がたいへんむずかLい《，

　以ヒは・例にすぎないが、さしあたり指摘したい

ことは、このように今B、児］†i：福祉関連施設i句部だ

けでなく、社会全般で、r・ども・若者の杜会的、梢

神的、経済的な［TF？1が以前よりは困難になりつつあ

る状況が生じているということである、，それが「自

・Z．」ということへの杜会の関心を高めてきており、

今般の児1’i’（福祉法の改正の精．神にも反1りとしたのだと

考えられる，，

2．「青年期」、「アイデンティティー」の意味合いの変化

さて、歴史的に見れば、若者のト1：会的、経済的自

肚界の児巾と母性

、フ1は、少しずつ年齢r1勺に1竪くなってきているといえ

る．，農耕社会では、r・どもは1，rl．　〈から労働力として

期待され、仕事を．］三伝いながら15歳前後で仕事ヒ「・

人前」になった、．，そして、この年齢をすぎると、わ

が国では村の若者宿に人り、夜は共同生活をしなが

ら、性的な知1識を教えられたり、村の行事をも分担

するJJを育てられ、自立の本格的な訓練が行われ

た。ただし、こうした社会では大人になるための特

別の「1！1イ1棚」というカテゴリーは必要ではなかった。

　「｝｜f年朗」という概念が登場するのは、欧米で産

業．革命が起こり、IIWjftの子どもが貴族となるとは限

らず、階層の杜会移動が激しくなるに及んで、若者

が自分の生き方を定めるのに時間がかかるようにな

ってからであった、．j「一どもからいきなり大人になる

のではなく、生き方を定めるための「猶予期則」が

必要になり、その問、社会的☆務から解放されて自

分探しをすることが許されるようになったのであ

るnこうして「青年期」が発見され、1’．1立：のための

最後の猶予期間が保証されたのであるが、今1．1の社

会は、その時点からさらに進み、いくつか条件の大

きな変化が生じていて、それが自」γの様相の変化や

さらなる遅延化をもたらしている、、

　参考のために言うと、「1／　Nl，1」の社会的「困難」

K・「遅れ」は、この「1！f年期」をいつまでとするか

という川題を学問的な諭争点に押しヒげてさえい

る、、その中で、アメリカなど「先進国」では、「，11i；

年期．」を30歳頃あるいは30歳代の」1三ばまでと考える

ほうが現実的という意見が多くなっている。中には

「大人になる」ということ自体がもう無理であると

のi…張さえある。社会の変化が激しい時代には、固

定した大人像にこだわること自体が、時代に取り残

されていくことになりがちだからである、，

　白立にかかわる肚要なカテニ了リーの・つがアイデ

ンティティーであるeこのことばはE．エリクソン

が定義した人附形成を説明する基本語であるが、基

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3



本的には産業社会の自立イメージに対応したカテゴ

リーであった。農耕社会から工業社会に移っていく

と、人々はさまざまな人と出会いながら仕事をし生

きていかなければならなくなる。また社会の変化の

それまでよりも格段に早くなり、それに上手に適応

しなくてはならない。こうしたことは、それまでの

農耕杜会の閉鎖的人閥関係では考えられなかったこ

とで、人々には新たな人聞性が要求されることにな

る。その人問性の中で最大のものは、多様な人間や

変化と出会っても容易に動じない、自我の安定性と

強さであった。そこで、発達の早い時期から、環境

の変化に影響を受けない自我の同一性を確立するこ

とが課題となり、それをエリクソンはアイデンティ

ティーの確立と呼んだのである。わかりやすくいえ

ば「しっかりとした自分」の確立である。このアイ

デンティティーは、自己の経験の内的統合を繰り返

すことによって形成されていくとされるが、小此木

啓吾氏が「モラトリアム人聞」と呼んだように、最

近の若者は、このアイデンティティーの確立を遅ら

せる傾向が強くなっている。これは、工業杜会から

ポスト工業社会に移行して、社会の変化が一層早く

なり、いったんアイデンティティーを確立しそれに

こだわっていると、かえって変化する社会に適応で

きなくなる可能性が拡大したからだと説明される。

逆に柔軟な自我、ソフトなアイデンティティーのほ

うが変化に適応しやすくなるわけである。しかしこ

うした人間は、産業社会のアイデンティティー確立

タイプの人問には、自立の遅れた若者と映る。

　このように、自立の中でも精神的自立には、社会構

造の変化、社会変化の速さなどに規定されて生じてい

る変化があり、単純な遅れや遅延化とは言えない複雑

な側面をもっている。問題は単純ではないのである。

3．自立を困難にしているわが国の特殊事情

こうした社会の基本構造の変化によって生じてい

4

る自立の様相の変化ということ以外に、わが岡の特

殊な事情によって自立が困難になっていたり遅延し

たりしている側面がある。ここではそれをいくつか

の角度から考えておこうe

　－一つは人々の全般的な長寿化である。「先進国」

といわれる国々では寿命が80年前後に達し、早くに

人生を定めても、その後の社会変化の中ではじめの

選択が役に立たなくなるということがしばしばおこ

るようになっている。そのため、自分探しの期間を

延ばし、人生選択と本格的な自活開始年齢を少しで

も遅らせようとする気分が強くなる。また、その後

も柔軟に選択できるように“固い選択”をさけよう

とする傾向も高まる。それらが結果として「自立」

という意識的な精神の営みを曖昧にさせている。

　関連して、わが国で産業構造が変化して、第三次

産業が中心になってきたことも自立の遅延化や曖昧

化の原因としてあげておかねばなるまい。第三次産

業は時代状況のわずかの変化にも影響を受け、変化

や浮沈がおこる産業であるが、そのため、一度就職

してもその仕事が長く存続するとは限らず、途中で

職を変えなければならない人が必然的に出てくる。

そしてそうした人が増えてくればくるほど、一生に

何回か転職するというのがノーマルであるという感

覚が強まってくる。また、そうした産業構造の変化

に対応するために、大企業に職を求めるのではな

く、景気や杜会風潮の変化に流されない現代風の職

人を志向する若者も増えてくる。そのための杜会的

訓練を働きながら自らに課す人が増大してくるわけ

であるが、それらも相まって、結果としていつにな

っても自分探しをし続けている、自立に行き着かな

い人生イメージが拡大されることになる。

　三つ口に、こうした社会変化にもかかわらず、わ

が国の教育や育児の目標や方式が依然として受験本

位で知識中心主義になっていて、自立の能力を育て

ることに重点が置かれていないことが、自立の曖昧



化を助艮していることも見落とせない，、子どもを人

間的にしっかりさせることよりも、塾へ行って勉強

するようになることのほうを優先させる風潮が、ま

だわが国の家庭には強い、、∫・どもが受験勉強に集中

することは親の期待であるが、親の期待の沿ったゴ”

どもを育てようとすればするほど、了・どもは白立さ

せないでいるほうがよし㌔r｜分の意見をいつも言

い、白分で「1分探しをするようになれば、親の言う

ことに従うということはあまりしなくなることはH

に見えている．そうなっては親の期待の沿った行動

をする子にならないので、教育熱心な親はわがlt・に

無意識的に1”b？1させまいとしてしまう、，その結果、

rl、Z心の不卜分な、依存的な才’1：者が育ちやすくな

る．、

　このことと関連して、四番Uに、わが国の｝’・ども

の育ちの過程で、これまでさまざまな遊びや体験を

無意図的な形で育んできた［e．｜生的な仲llll集川が、ほ

ぼ解体してしまったということ、あるいは地域社会

にr・どもたちが群れて遊んだり冒険したりする場が

ほとんどなくな・）てしまったということが、子ども

の『1発性や〔1i三性の育ちを阻書していることも、理

川として考えておかねばならないLコ地域社会の中

で、大人に見守られていない場・時間に好きなこと

をして自己充実する体験を存分にすることはこれま

でのf〔どもの育ちの基本条件であった，，しかし高度

成長朋以降、わが国にはこうした場やllJ問が子ども

から奪われていき、合わせて進んだ少子化と相まっ

て、子どものr1生的な社会集団が解体同然の状態に

なってしまったL，かわって子どもは家庭の中や塾な

．どで放課後の生活を’3＾ることになり、いつも大人に

見守られることとなっている。白分たちで1ゴ険した

りいたずらすることは1’・どもの白己責任感や自、》：心

を育てるが、家庭の中や塾で生活することは大人の

「渉を増やし、かえって）t．b！，1心を損ないがちであ

る　こうした現代杜会の環境変化も自、ンニ心の育ちの

世界の氾巾と雌性

妨害要因となっていると考えられる．

　五翻・1に、とりわけ幼い子どもの育児の過程にお

ける自立心の育ちの問．題を挙げておかねばならな

い。卜年たらず前に幼稚園の教育要領が四半阯紀ぶ

りに変わったが、このときの最大の問題意識は、子

どもの自ゴ：性の育ちが以前のr一どもに比し、大きく

遅れていることであった。牛活が簡便化し、あれこ

れの努力をしないでもものが千に入るようになって

しまった社会で、しかも少子化が進行し、親の過干

渉が常態となる状況では、・f・どもの白主性やn立心

が育つのは困難である。にもかかわらず幼稚園の教

育方針は学校のそれを踏襲したもので、細切れの11寺

間に次々と課題を与えるようなものになってしまっ

ている。了・どもは幼稚閑でも指示待ちの行動を強い

られている。そこで、今後の幼稚園教育では、子ど

もの自発性の育ちを最大限に保証するように、遊び

を1卜心とした総合的な活動の中であれこれの力を育

てていくようにしたい。一これが要領の改訂のlt

旨であった。保育所保育指針も同．i…旨の改訂を行っ

た，、その後幼稚園や保育所の｛呆育は徐々にこの．ヒ旨

で改善されてきているが、肝心の家庭では、育児の

基本を了・どもの白立心や自立能力を育てることに切

り替えていくということはト分に追求されていると

はいえない。何よりも親自身がすでにポスト産業社

会、消費主義の社会に生まれ育ってきており、‘｜Lく

自ウ：させなければという気持ちをあまりもっていな

いことが多くなっており、自立イメージも暖昧であ

ることが増えている。こうした幼い頃からの自立の

習慣確立の遅れは、その後の自立の曖昧化の伏線と

なっているように思われるe

　4．求められる新しい育児哲学

　こうして、現代n本では、」1’ども・若者の白立を

めぐって、複雑な状況が生じてきている。まず自立

を遅らせようとする構造的、杜会変化要因が存在し

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5



ていて、現代の社会に育つ若者の叩には、意識的・

無意識的に自立を遅らせている者が増えている。次

に、わが国の特殊な教育文化・育児文化の影響によ

って、諸外国に比べて、若者の精神的、社会的自s？：

が遅れ気味だという問題がある。そして三つ目に、

1二記を含めた複雑化する社会問題の負の影響を受け

て、梢神的自立に困難を抱える若者が増大しつつあ

るという問題がある，，こうした問題群が交差し、幅

榛する中に、わが国の子ども・若者の現実の自IZ問

題が存在しているのである，、

　それでは、これからの社会を展望して、政策的、

実践的にこうした現実にどう食い込んでいくべきで

あろうか。

　まず、杜会の大きな変化によって、若者が早期の

自立を急がなくなっているという現実に対してはど

うかt，、これはむずかしい問題であるが、従来のよう

な「固い」白我を形成するのではなくて、状況に応

じて対応を的確にかえることができて、なおかつ自

分をうまく確保しているという自我の形成を急がな

くてはなるまい。

　そのためには、幼い頃から、子どもたちに、「異な

る」ということに対’する寛容性とその中での自己主

張能力の育てが大事になるであろう。社会の変化が

激しいということは、人々がそれぞれの人生のi’1．rで、

異なる価侮の阯界と出会うことが格段に増えるとい

うことである。社会変化の中で価値観や価値体系が

変わっても、そのそれぞれにうまく適応していくこ

とができるということは、言ってみれば、さまざま

な外国人、外国文化と上手に付き合っていくことが

できるということと同じことを表している。異文化

とうまくつきあえるということは、価値の異なる文

化の中でも、自分を見失わず、かつ異なる文化、価

値をヒ下関係に並べるのでなく、横関係の巾に置き、

それぞれと対等の関係を築けるということである、，

　残念ながら、明治以来、異文化はL下関係に評価
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されるべきものではなく、それぞれの文化には固有

の歴史性、存立性があり、単純な比較を拒否するも

のだという感覚をわれわれは十分育てられなかっ

た。そのためにいまだに、同じであると安心し、少

しでも異なると排除しようとする傾向がわれわれに

残っている。同じであることは確かに安心材’料であ

るが、人間は厳密にはみな異なっており、その異な

りをむしろ入問とその文化を豊かにするものと感じ

て、その関係を自覚的に生きることが共生するとい

うことである。よく生きるためには、それゆえ、異

なっているということを人閥の存在の基本様式であ

ると感じ取れる感性を子ども時代から育てなければ

ならない。

　そのために、幼いうちから、ゴ・どもたちに、入に

合わせることだけでなく、人と違っていてもよいと

いうことがたくさんあるということを伝え、感得さ

せることが大切であろう。学校でも、教師の意見に

合わせることが重要なのではなく、他者の意見をじ

っくりときき、理解できること、そのうえでなお自

分の考えを言えること、そしてそれらをつきあわせ

て少しでも合意を広げること、これが大切なのだと

いうことをありとあらゆる機会に伝えていかねばな

らないだろう。

　「子どもの権利条約」（児童の権利に関する条約〉

は子どもの意見衣明権を浜視しているが、これは、

子どもが自らの見解をしっかり持てるようになるこ

との重要性とそのための大人の配慮を規定したもの

と考えられる。子どもは自分の意見をいつも表明す

ることなしに、他者との述いを興味深いことだと感

じるようにはなりようがないのである。

　このように、異なるものへの寛容と、異なるが故

に豊かであると感じる感性、これを育てていくこと

が、変化θ）多い社会での自立イメージの基礎となら

なければならないように思う。これは、自分のない、

国籍なしの根無し草人間を育てることとはおよそ違



っている，，自分意見や自分文化についてのしっかり

とLた信頼を持ちつつ、それとは異なる異文化と川

会うことを興味深いものと感じ、かえってそれによ

って自らを豊かにしようとする意志を持つことであ

る。この能力は国際時代の基本能力であるととも

に、変化多き杜会の中で、変化に柔軟に対応し、か

つ自分を失わないでいられる自立：能力でもある、，

　この能力は、自分へのしっかりとした信頼感、い

わゆる口尊感（セルフエスティーム）を当然前提とし

ている、、ここでは詳論はしないが、わが国の∫・ども

の中に、この日il；11感の育ちが極端に低いというデー

タがたくさんあり、この課題の屯要性を逆に照射’し

ているL，考えてみれば当然であるが、rl分を深いと

ころで信頼していない人問が、自分と．）’・t’なる能力や

文化を持った他者を信頼できるわけがないのであ

る，．1『尊感の意織的な育てと異なることへの寛容、

これらが現代的［1、ン：心a．）内包の基礎となるであろう、．

　次に、わが国特殊な育児文化、教育文化を適宜、

改変していくことが課題となる．、特に、最近の∫・ど

もが地域杜会で群れて遊び、大人のまなざしの届か

ないところで冒険をし、自分の生活目標をll1分（た

ち）でたてて、それを誰の助けも借りないで遠成す

るということがほとんどできなくなっていること

に、徹底的なメスを入れていかねばならないだろ

う．．というのは、この条件が欠けているところで、

親の育児能力の向ヒを）Vl待しても、結局はうまくい

かないことはllに見えているからであるt．，子どもは

元米、家庭と地域と定型的な教育機関の二つがうま

く分担しているときにうまく育つのであって、その

どれかが欠けたり機能衰弱すると、他の場の負担が

増え、うまく機能できなくなることが必然的にもた

らされる．、］「・ども、特に学：齢期の」’・どもにとって、

「1分たちで好きな遊びを好きなべ一スで展開できる

場と時川を枕つことは、梢神的な「いン：能力を育むヒ

で決定的である．．211K紀の育児環境は、こうした自

lllr界の児巾と母刊

立心の育成という視点から、思い切って改変されね

ばなるまい，，このことを抜いて、親に育児能力の向

ヒを訴えても、おそらくそれができる親とそうでな

い．親の格差を拡大するだけで、結果としてかえって

自立の遅れる若者を増やしてしまうであろう。

　関連して、家庭の育児に新しい哲学が必要になる

だろう。自・ン1との関連でいえば、サラリーマン志向

の育児を克服して、現代的な職人志向の十f児を追求

することが当面の課題になると思われる。親が強迫

的にわが」’・を受験や勉強に追い立てるのは、基本的

に点数や偏差仙を高め、いわゆる銘柄の学校に人れ

たいからである。これはわが子に特定のことをした

いという志向を育てるのではなく、何でもよいから

得点だけ高めておけばあとは何とかなるだろうとい

う発想である，tその結果、若者は企業に人っても、

何をするかはヒから決められ、自分がしたいものを

iモ張できるわけではないt－、こうした人生コースは、

これまではそれなりの有効性をもっていたと思われ

るが、産業構造と社会の変化速度の異なってきたこ

れからの社会ではあまり有効ではなくなる可能性が

高い。今後は、社会変化の中でも、これをこそ追求

したいという志向を育てること、つまりよいもの、

よい文化にこだわる、現代的職人志向を重視するこ

とが、結果として若者の1・「’1　γ1心を育てていくことに

なるだろうv，学：歴よりしたいこと探し、これが当面

のキーワードである。

　児竜福制：関連施設での∫・ども・若者への自ウ：支援

は、こうした社会風潮と．一体のものとなったとき、

社会に公認されていくように思われる，tt現状では残

念ながら、制：会が白．、ン1ということの屯要さをn覚し

ていない程度に応じて、児1主：禍祉関連施言斐でのILbZ

問．題の爪要性の認知が遅れている印象がある、，21肚

紀は社会・般と福祉分野の双方が1’1立を・i三張し合う

ことによって、相互にプラス効果が期待される時代

になるであろう。
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思春期・青年期の自立

L　　　　　　　　

　　［，
論　　　‘．

：遅　＿、．］

膏少年の自立支援

糺
主
目

き
、
￥

価
倉
　
、

お4
長院らぐおクツニリク

　思春期・｝‘f年期の人々にとってITsZというテーマ

は、特に大きく意識されているものであろう．しか

しこの場合、自ウ：といってもそれは個々の人によ・）

て相当、内容が異なり、またさまざまな意味合いを

もったものになっているのかもしれない。そこでま

ず思春期・1｜仔ド期の人々の心理般、心理的な課題

などについて考えてみる。そして思春期のり1じ礎をな

すであろうそれ以前の年齢、それ以前の段階におけ

る心理的な課題についても大雑把に眺めてみる、、つ

いで思春朋の年齢において、さまざまの状況から

U々の生活がうまくいかなくなった人の例を通し

て、どういうことがそういった問題の背禄をなすの

かについて考えてみる。そこで改めてlll立について

考えてみる．またそれへの支援のありjfについても

杉えてみる，，

　思春期・青年期の特徴とその心理的課題

　1．身体的な変化

　この年齢になると、身体r1勺な成長は非常に急速に

なる。iil剛《中に分泌される成長ホルモンの働きもあ

って、　・晩で2－．3センチも背が伸びたりするほど

である。個人差や性差はあるものの、さながらさな

ぎから蝶に代わるほどの変化である・．リ」性では什格

や筋肉が著しく発達する。ヒゲは濃くなり、声がさ

らに低くなる。女性ではもうほとんど成人の身体に

なるくらいの人もいる、．こういった変化を歓迎し、

うれしく思う人の場合には結構である。男性の場合

にはだいたいはそうであろう。だから自分よりもず

っと背が高く、筋肉がたくましく、色が白くてニキ

ビもないという人を見れば、これはなかなかつらい

状況である。

　身体的な成長の度合いのちがいが、まるで人格的

な問題と結びつけて考えられてしまうこともあろ

う．、身体的な発達がより．11⊥い人のほうが、人格的に

もより完成しているととらえるというふうである。

身体が小さいくせに云々といういい方をよくする

が、そこには．’種の価f直判断が働いているのであろ

う／）

　女性の場合はより複雑のようである。身体が全体

として丸味をおび、皮膚がつややかに輝き、髪も美

しく伸びるなどしていく変化を嫌う人もいる。ひど

くやせ細り骨が突出して、皮膚は老人のようにツヤ

を失ってしわだらけになる。美しかった髪もザンバ

ラに切ってしまって、化粧もしない。乳房が突出す

るのを嫌ってヒから締めつける。きついガードルを

何枚も亜ね着して腰部を締めつける。言葉も乱暴に

なって、シガーをふかしながら街を歩くといった具

合である、、このように身体的な変化は必ずしも当人

にとって受け入れられるとは限らない。

　極端な場合には形成手術を繰り返したり、ときに

は性転換術を強く希望したりする。実際にはいくら

T：術を繰り返しても満足が得られない。それという
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のも結局は身休といっても、それは身体そのもので

はなく、白分というもののイメージに深くかかわっ

ているからであろう．．’T・術でそれを変えることがで

きないのは明らかである．またこの年齢の人々が特

に服装、髪型、髪の色、歩き方や姿勢などにもこだ

わるというのは、それらを通してある種のヒ張をし

ているのであろう、，あえて身体に自ら傷をつけるこ

とさえするのも、それなりの理由があってのことな

のである、

　2．性的な衝動

　同じく生物学的な’lf柄だが、この年齢では性的な

衝動が強くなる。この衝動の意味がよく分からない

まま、その強さに圧倒されそうになるときには、自

分自身の｛r：在そのものの意味が分からなくなりかね

ず、混乱に陥りかねない，、現実にはこの衝動をなん

とかコントロールして社会生活に支障がないように

しなければならない．．その方法として勉強や何か習

い’∬に熱中しようとする人もいるし、スポーツや趣

昧に没頭する人もいる。その気になって努力すれ

ば、この年齢でオリンピックで金メダルをとるかも

しれないし、詩や小説のllヒ界で名をなすかもしれな

い、

　しかし衝動のおもむくまま、それにすっかり埋没

した生活に人ってしまう人もいる，、

　異性との関係でも　・方的なものではなく、相口：に

納得のいくものが求められなければならない。

　3．新しい価値観を求める

　これまではどうしても親をあてにし、依存して生

きてきている．、しかしこの時期にきて、親がもつ価

値観をすっかり否定しないまでも、それとは離れて

ド1分独自のそれをもちたいと願うに至る。幼いとき

以来のn分を振り返っておさらいし、今後はこうあ

111／界のvalr／と母刊

りたいと思うのである、，そういった努力のなかで、

一体自分とは何者なのか、何をなすべきなのか、lr‘∫

ができるのかと真剣に考えるのである。こういった

疑問への直接の答えは、おそらく｛1三涯を通して川い

続けられるのであろうが、この年齢の入々はそれを

性急に求めて襖悩する。

　4．倫理観の確立を求めて

　以．Lに述べた事柄が相まって、そのなかで米熟で

はあっても倫理観ができあがっていくのだが、それ

にはそれなりの自制心とか〔的意識の存在を必要と

する。そしてまた、周りに尊敬できる人、モデルに

なりうる人を必要とする。それを小説のなかや、歴

史1二の人物に求めるという場合もあろう。

　そういった努力のなかで親しい友人もでき、その

人とさまざまの考えや意識を分かち合い共有するこ

とができるように求められるのである。

　5．将来への目標・方針

　これは今日の学校教育のあり方によって影響を受

ける面もあるのだが、まだ社会的な意昧での経験や

知識や、まして技術などまるで乏しいうちに、もう

ある程度、将来への方針をもっていなくてはならな

いことになるのである，、これはこの時期の人々にと

ってはとてもきついことである。本人以ヒに周りの

人々がひどくあせっている場合もあって、当人にと

っては迷惑なこと以ヒに、非常な川力としてふりか

かることもあるのである。

　そういったわけで、思春期’｝’f年期の人々（こはさ

まざまな課題が圧力となってふりかかる。これらの

課題はあまりにも莫大なもので、これらすべてをト

分にうまく処理し対応しきれるようなことは考えら

れない。周りσ）人々からの埋解や支援があったとし
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ても、なおト分にはいかない。もし運悪くひどい状

況や条件が襲うことになれば、課題をこなすどころ

か、さまざまの意味で具合の悪い状態に陥りかねな

い。そこには社会的、文化的、経済的、政治的、教

育的な事柄が複雑にからんでいて、なかなかむずか

しいことになりかねない。心身両面で非常に困難な

状況を示すことになったり、あるいは法律に触れる

ような類の問題を呈することになったりもするわけ

である。

　思春期以前の段階における心理的謀題

　思春期・青年期にいろいろな心理的課題があるこ

とを述べたが、しかしこの年齢より以前、つまり人

が産まれて以来、赤ちゃんのときから体験するさま

ざまの心理的諜題が数多くある。本当をいえぱ、そ

れらごく基本的な事柄にどう対処してきているかに

よって、思春期のあり方が大きく左右されるものな

のである。人は三歳よりも前のことは記憶していな

いことが多い。しかし・・歳やそれよりも前のことを

はっきりと覚えている人もいる。四歳ぐらいまでの

人ならば、胎生期の体験を記憶しているものであ

る。成人してからでもそういう記憶をずっと持ち続

けている人もいるにはいる、，そしてまた普段は記憶

していないつもりの赤ちゃんのころの記憶が、何か

の拍子に突然はっきりと11艮前に浮かんでくるという

体験を、人はときとしてもつものである。わけの分

からない夢をみて落ち着かず、考えをめぐらすうち

にそれが赤ちゃんのころの体験と関係していること

に、ハッと気がつくこともままある。そんなふうな

ので、赤ちゃんのころの体験というものは、まった

くもって過去のものであって現在とは無関係である

と考えがちだが、心のなかにはちゃんと残ってい

て、過ぎ去ったものどころか、生々しく生きている

ものなのである。

］0

　それでは赤ちゃんのころの体験としては、どんな

事柄がありうるのか。まずは授乳をめぐる体験であ

る。普通赤ちゃんは1000～1500回ぐらいの授乳休験

をもつであろうが、さてそれだけの回数のうち、い

ったいどれくらいが赤ちゃんにとって過不足なく満

足のいく体験になりうるか。それは赤ちゃん側の条

件によるよりも、お母さんを含めて周りのさまざま

の状況次第で決まってくるものである。だいたいが

どんな体験も赤ちゃんにとってはづ∫的で、相手次

第の体験となるものである。授乳体験のように生命

がかかっているような体験でさえもそうなのだか

ら、ましてやその他の体験ではなおのことそうなっ

ても不思議ではない。そこで赤ちゃんが、毎日体験

するさまざまの事柄について、赤ちゃんはどこまで

本当に満足をうることができるのか、どこまで相手

を信頼し安心していられるのか、逆にどこまでつら

い体験をし、どこまで不安で相手を信じられないと

いうことになるのか。そのへんはまったく心もとな

い状況なのである。基本的にいってどこまで相手を

信じられるのか、ひいては自分という存在にどこま

で確信をもてるのか、そこはほとんど偶然が決める

といってもいいくらいに不確かなものであるといえ

よう。

　そのあとさまざまの身体的な変化・成長・発達が

次々と起こっていくなかで、どれくらいでどのよう

な支援がどんなタイミングでやってくるのかが問題

になる。あるいはまた支援どころか、どこまで足を

ひっぱられ、期待を裏切られ、意のままにならない

状況が続くのか、ということになる。さらにはやっ

てくる支援に一貫性がなく、ときにはちゃんと適合

したものがくるかと思えば、次の瞬間にはそれとは

まったく性質を異にするものがやってくるというよ

うな事態が起こるのかもしれないのである。赤ちゃ

んからみれば常に不条理で不合理な且界なのであ



る、、

　そんななかで赤ちゃんにできることといえば、せ

いぜいいっ笑顔をふりまくのか、どこで機嫌がいい

かのようにふるまうのか、眠かったふりをするの

か、たまたま日の中に人っている乳ly1’を思いっきり

噛んでやりたいという衝動をどこまでコントロール

するかといったところであろう。夜泣きをしてや

る、t体を石のように硬くして抱かれにくくしてや

る、繰り返し1吐乳をしてやる、熱を出してやる、i度

つきを悪くしてやる、ひきつけてやる、などといっ

た非常手段もあるにはあるが、それはほどほどにし

ておかないと、かえって’∬態を悪くするのかもしれ

ない、、そう杉えれば、もう素直でおとなしく、手の

かからない育てやすい赤ちゃんという役を、心なら

ずも演ずるしかなくなるのかもしれないのである．，

　その後もたとえば、お母さんが赤ちゃんにウンチ

を川してほしいときには出してやらないでおいて、

出されては困るようなときを選んでウンチをfHすこ

ともできるし、言葉をわざと川してやらないことも

できる。そんなふうにお母さんをわざと困らせよう

と試みるのは、それなりの歴史や理山がなければな

らないわけで、そんな歴史なり理山なりがあること

自．体が悲劇であるといわねばならない．、

　好奇心や興1床のおもむくままに、どんどん．歩いて

いきたいと赤ちゃんは思う。しかしお母さんは危険

から赤ちゃんを守らねばならない◇そこでちょっと

した葛藤が展開される。お母さんを必要以Lに心配

させることもできるし、しかしやっぱり本当はお母

さんにちゃんと守ってもらいたいし、愛してもらい

たいと思えば、そこをどのへんで妥協するかを考え

ねばならない。

　弟や妹が産まれてくるというのは大変な’∬態で、

今までは一・人白めにしていたおBJ：さんからの注目を

そちらにとられてしまうのである。かといってやき

1じ界ぴ）児荷と1：上刊：

もちの気持ちをあまりあらわにすると、余計に事態

を悠くしかねないttならば皆が見ているときと、そ

して白分と赤ちゃんしかいないときとで日分の行動

をしっかり区別しようと企てる，，誰も見ていなけれ

ば、赤ちゃんに多少の腹いせをしても分からないわ

けである、，つまりホンネとタテマエの区別を知るの

である、，それでも　・応は他の人と何かを分かち合

う、共有してjL：に楽しむという芸当は身につけてお

かないと、現実には困ることになるから、最低限の

努力はしておく．、しかし本当は自分は自分中心で、

わがままで・人よがりでいたいわけだから、そのぶ

んは遊びのなかや空想のなかではト分に果たしてお

くようにする、，

　そういう作業を通して、1／1：1分とはこんなふうなタ

イプの人間であるということを、［t［分自身に対して

も、周りの入々に対しても、はっきりさせておかね

ばならない。そうでないと、あの∫・は・体何を考え

ているのか、どこが本当なのかちっとも分からない

などといわれかねないのである。

　いろいろ努力しても、うまくいかないことはどう

しても起こってくるのだが、そんなときにもかわい

く振る舞って、まんまとJ“1　Oからの支援や注llをT・

中にするのかどうか、どこか体調でも悪くして、う

まくいかないのはそのせいであったということにし

て而日を保つのかどうか、そのへんも1火のしどこ

ろとなるのである。

　lll6ずかしい気持ちや、　lt／［分はダメ人間だという気

持ちに負けてしまってはどうにもならない，、強がり

でもまねでもいいから、ともかくn分を保たねばな

らないことも起こる。

　親と・緒にいれば、まあなんとか安心していられ

るのだが、常時そうしているわけにもいかない。た

とえ親がそばにいないとしても、なんとか自分が自

分でいられるのでなければ生き抜けない，二、まったく
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新しい体験にiYiくわしたとしても、それに圧倒され

ることなく、当座をしのぐだけの力は身につけてお

かねばならない。自分というものを勇気をもって試

すということが要求されるのである。

　こういった事柄はすべて赤ちゃんのときから始ま

って、幼稚園を終了するときまでにはどうにか、こ

なしておかなければならない課題の一部なのであ

る。こういった事柄をうまくこなしていくには、よ

ほどの幸運に恵まれなければならないが、多くの場

合にはそうはいかないのである。したがって思春期

の人々といわず、私たちは誰でも今もって、これら

の課題のすべてをうまく処理しきれないままの状態

でいるのである。これらの体験があまりにきびしく

苦しいものばかりなので、そのなかでも特にそれが

際立つ三歳より以前の事柄については、私たちは普

通は記憶しているわけにはいかないのである。

　小学校に入ってからは、さらにもっと数多くの大

変な事柄が目白押しになっている。そのために小学

生の年齢で自殺を決行する人さえいるくらいなので

ある。小学校時代に体験する苦しさについては、記

憶していないとはいえなかろうから、少し考えれば

誰でもすぐに思い当たるであろう。しかし小学校時

代の体験は苦しいと同時に、実はそれが今日の私た

ちを支えてくれてもいるのである。つまり私たちは

小学校時代に体験したさまざまの事柄を資本にし、

肥料にして今、現在を生きているのである。である

からして、小学校時代のことを忘れるわけにはいか

ない。そのころの体験を反すうしながら日々を送っ

ているというのが実情であるはずである。それだけ

にさまざまのことがあるわけだが、ここではただ一

つのことだけを述べおくにとどめる。それは小学校

の3・4年生という年齢は、おそらく人生のなかで

もっとも純粋に哲学的になり、深く物事を考えると
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きになるであろうということである。一般的に人は

その後、さまざまの状況や条件から、このときほど

内省的になることをもはや許されなくなってしまう

のである。

　思春期・青年期では先述したように、子どもとし

て最後のところにきて、赤ちゃんのとき以来のさま

ざまのことを想起し、振り返り、おさらいをし、整

理したうえで初めて、先へと進んでいくことが可能

になるのである。整理しきれないものはそれなり

に、しっかりと認識しなおそうというのである。

　臨床の例

　激しい暴力、不潔恐怖の中学3年男子

　中学3年といっても、もう身体はほとんど成人の

人である。高校受験の話がこじれてから、激しい暴

力が始まり、新築の家の内部はほとんど壊滅状態で

ある。両親とも何回となく負傷している。手が汚れ

ているといってほとんど寝ないまま手を洗い続ける

のはまだしも、家中の物が汚れているといって、片

っ端から物を洗濯機のなかに入れてLまうので、洗

濯機がこわれてしまう。いっさい外出をしない。こ

の人の歴史は以下のようである。母は一人っ子で身

体障害があり、祖父母はこの人を猫かわいがりして

きたという。同じくある身体障害をもっている父は

養子ではないがこの家に人って、祖父母、父15、子

ども三人で生活している。父は仕事熱心で家にはい

ない。父母の不仲は父にいわせれば、母が祖父母に

ベッタリであるからであり、母にいわせれば、父は

すぐ人に頼るくせにわがままだからだという。第一

子である本児は初孫であることから祖父母にすっか

りとられた形になったので、それで母は急いであと

二人の子どもを産んだという。父母の不仲は悪くな

る一方で、家庭のなかは騒然としており、いさかい



が絶えない。そこで祖父母は決心して家を．二1｝1：帯住

宅に新築して、一階と二階に分けたのだが、そこ

から激しい暴力が始まったということになってい

る。

　この家ではいくつか不）唇な条件がまずあって、そ

こからそれぞれの人々が互いに頼りあい、相手を過

度にあてにするようになったのであろう。そしてそ

れが達成されない分、不満がつのり、それを処理し

きれなくて1」二いに相手にぶっつけあっていたのであ

ろう。そして長男が思春期の時期にいたって、自立

のテーマが問題になったときに、それまで家のなか

にずっとくすぶっていた同種の問題に火がつき、一’

挙に燃えLがったということになるのであろうe

　自立への支援

　本当のところ、人は誰でも自分一・人では生きられ

るものではない。そのかぎりにおいては、人は本当

に日立するということはないのかもしれない。自立

せんと志すあまり、r；然な人との関係をもてず孤立

1∬縁となって、他人と分かち合うとか共有すると

か、あるいは何かの協同作業をするとかができなく

なるのでは困る。filいにEi．いを尊重し、互いの存在

を認めあったうえで初めて、自分というものの存在

を亡張することができるはずである。そしてそれこ

そがr1立というものであるはずである。そういう過

程がn∫能になるためには、まず自分がごく幼いとき

にト分愛され、認められるという体験が出発点にな

っていることが望まれる。望まれはするのだが、実

際にはそれはなかなかありにくいことではある。そ

こで人はさまざまの体験をもつことを余儀なくさ

れ、そんななかであれこれと工夫を重ねていくうち

に、白分というものの意識が徐々につくられていく

ことになるものと考えられる。したがって人は常に

未完成で発展の途上にあるのであり、これで十分に

1’1：界の児廓とi）M

自立したというようなことはないのであろう。

　年齢が低いときには周りに依存して人は生きてい

る。しかし思春期にもなれば、自分は白分だと強く

思うし、周りから干渉されたくないと思う。．一人き

りでなんでもやりたいし、やれると思う。自分の存

在をアピールし、受け入れてもらいたいと思う。そ

れがそのままかなわぬことは経験的によく知ってい

ればいるほどに、ますます白立への気持ちは空想と

してより強くなるのであるeしかし思いこみや空想

だけで生き抜くことはできない。どこかで行きづま

り、周りからの支援が必要とならざるをえない。そ

こで周りの人々ができる支援というのは、何か具体

的な捷案や助言、苦言や注文もさることながら、直

接すぐ当座の役にはiZたないかもしれないが、　・つ

の歴史的な視点を示すことではなかろうか。つま

り、その人が生れて以来ずっとたどってきた個人的

な人坐の歩みそのものを細かく検証し、再確認する

のである。そういう作業を通して自分自身の歴史を

振り返り、基本的な問題がどこにあるかをしっかり

見届けるのである。そのうえで初めて根本rl勺、基本

的な対策・方針が見えてくるのではなかろうか。そ

れは多少の時問を要することであって、右から左

へとすぐには見当はつかないものなのかもしれな

いo

　白立というものは試行錯誤を繰り返し、困難を通

してこそ初めて得られる感覚であり、実体なのであ

る，、私たちはそのことをよく認識すべきであるし、

人を支援しようというときには、自分自身の人生の

軌跡をもよく考えてみるべきであろう、、そういう過

程のなかでこそ、白分は今何をしてあげられるの

か、してあげられないのかが見えてくるはずであろ

う。そのことをよく認識することで、支援というも

のが具体的な性質をもつことになりうるのではない

かと考えられるのである。
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児童福祉の理念と
自立支援

青少年の自立支援

　　　　　　　　　　しん　ぽ　ゆき　お

愛知醐大学専任㈱新保幸男

　「1’1　ン：｜は、異なる幅広い意味合いを持ちながら使

われる1亨柴である．／「他人の援助や支配を受けず自

　　　　　　　　　り　分の力で身を、ン1てること」というのが、国硫辞典に

おける　一般的な説明であると思われるが、社会福祉

分野においては「他からの支援を・切受けることな

く、［il分だけの力で小きていくこと」という意味合

いで使われる場合がある　・方で、「必要な社会資源

を積極的に活川しながら、自らの生活を自らの意思

で構築する」という意味合いで使われることもある。

　この「自立」は、’1ξ成8年3月から始まったrlr央

児童福祉審議会における審議過程においても｛1‘∫度も

登場する言葉であり、その審議過程を反映する形

で、’1∠成9年児1揖1“ll二法改ll：におけるいわゆる要保

護児舵福祉施策をめぐるキーワードともなってい

る。特に、改正児竜福祉Uこ第41条（児，‘6：養護施1没）、

第44条（児革：白ウ1支援施設、111教護院）には、「自

、Zを支援すること」という日的規定が新たに付け加

えられており、当該分野の実践・政策の方向性を指

し示すi†菓として「Iil　1’z」という、十葉は関係者の注

目を集めている。今後、「ltb711という言葉をどう

使い、どのように共通認識していくのかによって、

当該分野における実践・政策内容には大きな相違が

生じる1‘r能性を有している。

　本稿では、児‖夕福祉、特にいわゆる要保護児童福

制二分野における「llv：」概念を1則確にサーる試みの端

緒として、①印いフ1．1という言葉に込められたニュ

アンスを使われている筒所に応じて再検討するこ

と、②「自立」を支援するためのプロセスをどのよ

うに整理すべきかという1つの視点からこの課題に

取り組みたい。

　1．「自立」という言葉の使われ方について

　社会福祉各分野において、「自ウニ」という汀葉が

それぞれ碇要な意昧をWする，深として川いられて

いる。しかし、「rl立」という言葉の意味は、その

言葉がinいられている文脈によって必ずしも・様で

はない。「経済的自i）：」「梢ネ巾的自、1二」「社会的1：1立」

「身体的白iZ」という四つの構成要作のどれかにそ

の屯心を置きながらも、．他の栴成要件との調和をと

りながら全体としての「自立」が達成されると考え

られる、，

　例えば生活保護法第ユ条は「自立を助長するこ

と」としているが、この生活保護法第1条は、憲法

第25条の生存権規定を受けた規定であり、・」三として

現金給付や医療給f’ij’といった方法で最1氏生活保随を

行い、「経済的自立」をはかることにその重点があ

ることは確かであるが、少なくともそのプロセスに

おいては「精神的］t］立」「社会的自立」「身体的El立」

といった而での支援を行うことが必要であり、厄点

が「経済的自、2二」にあるからといって、他の構成要
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作を．考』慮しないわけにはいかない，，「経済的自立」

の方向に向かっていくことを援助するソーシャルワ

ー
カーは、要援助者の「＄，…＊llirl勺ド｜」フ：」「十」：会的自立」

1身体的Rtt’　’iについても相当の配慮を行うことが

求められる．、

　児童福祉においては、「独立：自活」（児童福オll：法第

q2条一第i13条の3）という表現が見られる．一・方で、

［自、ン：」というli葉が児巾福制：法に川いられていた

わけではなかった、，「独、ン1自活」という語は、精神

薄弱児施設（児童セ1貯止法第42条）、精神薄弱児通【虫1

施設〔児rR福祉121第43条）、「rろうあ児施設（児6：i：

福制：法第43条の2）、肢休不r1｜1．｜児施設（児童福制：

法第43条の3）、取症心身障害児施’i／SL（児童福祉法

第43条の4）における各日的規定のなかで川いられ

る語である、．それぞ’れ、．一定の障害を持ちながら、

その障害をなんらかの支援によって克服、軽減しつ

　　　　　　　　の　ttつ、「社会に適応した」「独立白活の生活を営むこと

ができるよう佃々の児巾の性能に応じ、個別的また

は集団的に適切な生活指導および職業指導を行わな

　　　　　　の　F
ければならない」とされている，，

　ワ∫、改｜1三前児研福811：法における要保護児童対’策

の部分においては、「養育1（乳児院）、「保護」（1：リ：

］”寮）、1養護」（養護施設）、「教護」（教護院〉とい

う語が各施設の日的規定のなかで用いられていたt．，

このうち、「養育1という語を川いていた乳児院を

除く、母子寮（改iF後は母了・生活支援施設）、養護

施1没（改正後は児竜養護施設）、教護院（改IE後は

児芹ln立支援施設）について、’F成9年改正で施設

名等の変更が行われるとともに施設目的規定も改IE

され、それぞれのU的規定のなかに「自．ウ：」という

語が用いられるようになった、、

　母∫・生活）ピ援施設については、改．IE前は「保護す

る．1ことのみがu的規定として掲げられていたが、

lll：界の児吊と母性

改IE後は「保護するとともに、・…・・「いン1の促進のた

めにその生活を支援すること」とn的規定が変史さ

れている。したがって、白」γの促進に必要な生活を

支援することを母］㌘生活支援施設の新たな機能とし

て付’1川されたことになる、，ここでばう「〔1、別は、

母．．r・生活支援施設から退所し、杜会における日常的

な生活を送ることを指していると杉えられる、jその

ためには、まず、「保護」し、　・定朋問梢袖1勺安定

を確保するという［1：芽期が必要であろうし、その時期

の後で、「精神的自、21」「ト｜：会的白L：川を支えるとと

もに、「糸美｛斉n勺自　i21」に向けた職業能力の訓練等の

プログラムを確保することが施設｜－1的から考えて有

川である、、

　児童養護施設については、改IE前は「養li隻するこ

と」が目的規定として掲げられていたが、改．iE後は

「あわせてその自～ン1を支援すること」というH的が

付加された、，「養護」という語には、「養育」と「．保

護．［という語から連想されるように、児竜を施投内

に保護し、　・定年齢になるまで養育することが施設

日的となっていた。法外の制度として施設退所後の

支援や親のもとに帰ることを支援する’｝f業があった

ことは確かであるが、人所から退所の時期における

「養育」と　「保ri12t．」に碇点が置かれ、施設人所前に

抱えている心理・杜会的工Z！担に対するケァ、施投退

所後の生活に向けての準備に必要な支援が必ずしも

充分に行われうる状況にはなっていなかったと考え

られる。改IE後は「その自ウニを支援すること」とい

う日的が付加されたが、このことにより、施設退所

後の生活を念頭において各段階の支援を行うことが

児童養護施設に求められることになる．，これは、施

設退所後にアフターケアを行うということにドたる

［1的があるのではなく、施設退所後に「自立二」した

生活を行いうるようにするための支援を、施設入所
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期間中に行うことを意味している。したがって、当

然、施設入所前に起こった児童虐待等に伴う心理的

負担を軽減し、「自立」に向けての準備を自ら行う

ための動機を持ちうる環境を確保することが求めら

れる。

　児蚤：自立支援施設については、改正前は「教護す

ること」がR的規定として掲げられていたが、改正

後は「個々の児童の状況に応じて必要な指導を行

い、その自立を支援すること」と目的規定が変更さ

れている◇特に、「自立」を支援するためには、学

校教育を受ける機会を確保する必要が指摘され、第

48条において児竜自立支援施設の長に児童を就学さ

せる義務が新たに課せられた。ここでいう「自立」

は、「精神的自立」「社会的自立：」を特に重視してい

ると考えられるが、施設退所後の「精神的自立」「社

会的自立」を安定的に確保するためにも、その基盤

とも考えられる「経済的自立」を達成するための、

職業訓練プログラムの充実が日指されている。

　平成9年法改正によって新しく法定化された事項

として、児童自立坐活援助事業（いわゆる自立援助

ホーム）を挙げることができる。この事業の名称に

も「自立」という語が使われている。児童自立生活

援助事業は、「住居において……日常生活上の援助

及び生活指導を行う事業」（児童福祉法第6条の2

第5項）である。ここで言う「自立」は、「精神的

自立」「社会的自立」に重点を置きながらも、当該

事業の運営にあたっては、児童が就労し、就労によ

って得た給料により生活費の一部をまかなうこと等

を通じて「経済的自立」に向けての訓練の一・段階と

なっていると考えることもできる。

ll．自立支援の諸段階

「自立支援」という語は、施設退所後の杢1三活を安
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定させるための直接的な支援、いわゆるアフターケ

アを連想させる。しかしながら、施設退所後の生活

を安定させるためには、施設入所期醐中に、退所後

の生活を想定した支援を日常的に組み込めるか否か

という、施設退所前の支援内容に負うところが大き

い。こP成9年法改正の主要論点である「自立支援」

は、課題を早期に発見し早期対応をはかるという点

まで遡って、「自立支援」のあり方についてシステ

ム全体の再構築が1．1指されたものである。したがっ

て、今後、要保護児童福祉施策における自立支援に

ついて考える際には、以．ドの：五段階に分けて検討す

る必要がある。

　第一は、「早期対応」の段階である。児童虐待、

非行問題を抱えた児童が白立していくためには、そ

れらの問題が重篤な状態に陥る前の段階で早期に発

見し、早期に対応することが望まれる。兇童虐待へ

の対応に行政機関が蹄踏したがために、対応が遅

れ、その後の支援が困難になったケースも多い。「自

立支援」の第・・段階として、改d三法では、①「保護

者」「児麸本人」からの意見聴取、②都道府県児童

福祉審議会からの意見聴取、③少年法第24条鋤項

第2号の保護処分を受けた児載に対して、必ず児黄

自．立1支援施設に人所させる措置を採らなければなら

ない、といった法改llE事項は、いずれも問題に対’す

る適切な対応をできるだけ早く行うことを日的とし

ている。また、法改正事項ではないが、厚生省児童

家庭局長通知「児意虐待等に関する児敢福祉法の適

切な運用について」（児発第434号）は、被虐待児童

を早期に発見し、児童禰祉法に基づく措置を適切に

実施するうえで鍵となる「通告義務」「立人調査」「一’

時保護」などに関する行政解釈が示されている。

　第二は、施設入所直後における心理的ケアに関す

るものである。虐待、非行等の問題を抱えて施設に



人所する児童は、施設生活にとけ込み、自立に向け

てのスタL－・トを切るうえでも心理面での安定を確保

するための支援を行う必要がある。この点について

は、従来からその必要性が指摘されてはいたが、職

貝配．置等の問題もあり、なかなか充分な対応が行わ

れてこなかった。法改］／1後、〕ち算ヒの措置により、臨

床心理学に関する｝i‖見を有する人材を人所施i設に確

保するための試みが行われているが、他の段階にJ’ヒ

ペて比1殴的劣位な：リミ態にあると言わざるをえまい◇

　第三は、1’1立支援を念頭においた日常生活支援に

閲するものであるn法改1E・事項としては、児竜自、》1

支援施設の長に児童を就学させる義務が課せられた

ことを指摘できる、，これは、教護院人所児竜に関し

ては、施設から学校に通学して学校教育を受けるよ

りも、日常小活の．・部とLて学習指導を教護が行う

ほうが児巾の将来にとって望ましいのではないかと

いう見解が従来あったが、適切な学校教育を受ける

機会を確保することが児瓶のド1、γにとって望ましい

と考えられるようになってきたために法改ti’”’“・　）y｛と

なったものである．、この部分の改IEは、児‘哀：白ウ1支

援施設人所期間［llの〔いン：支援を、施設職貝のみで行

うのではなく、施設外の職貝である教Uにその・部

を依頼することを意味するtコこのように、［三1立支援

という川題を施投内外の専凹家の力を結集して行う

という傾向は今後強まるものと思われる、

　第四は、リービングケアに関するものである、，1［

常生活場而においても白ウ：支援が行われる必饗があ

ることは確かであるが、施設退所が具体的n程にあ

がってくる時期において、施設退所後を想定した生

活指導令を行うことは自立支援・として有効である。

施設の敷地から出て地域社会にアパートを借りた生

活を通して、また施設内の別棟で・人享峯らしに向け

た生活体験を行うことを通して支援することなどが

世界の児故と［m．

考えられる。また、法改rEによって法定化された児

竜自立’k活援助皐業によって、施設退所後に自耽を

支援することも、自立支援システム全体から見れば

リービングケアとしての要素が強いものである。

　第五は、アフターケアに関するものであるc，親許

に帰る場合、．・人暮らしを始める場合など、それぞ

れのケースに応じた適切なかかわり方が求められ

る，，r1宅や職場などに出lll］いて行くだけではなく、

退所した児派が気r隆に施設を1訪問できる雰囲気づく

りをすることもイr川であると思う。退所した児竜が

落ち着ける場を提供するという意昧からだけではな

く、退所後も必要に応じて戻ってくることができる

んだという安心感を入所中の児童が感じることに繋

がるからである．

　皿．児童福祉における自立支援の今後について

　以ヒ、1’1立支援について、1．早期対応」「入け1直後

の心）91r］Cjケア」「日常生活を通じた支援」「リーピン

グケア」「アフターケア．1という5段階に分けて自

、ン：支援の現状について検討してきた，’ド成9年児童

福祉法改IEにおいて、ぽい11支援」が政策U標とし

て明確に掲げられた以．［／．、その政策目標の方向で今

後、具体的施策がJri　IIUされると思われる。特に、①

　　　　　　　　　　　　　　　の　　法改IEの主要論点であった「甲・其UJI｛j－J、if；」段階が適切

に機能するか否か、②「人所直後の心埋的ケア」へ

の対応がどの程度充実するかは、今後の自立支援の

あり方を占う契機となるのではないかと考えているf、

参杉文献

＊1　斬相1端r広辞苑（第’t　］ta　］j川波］‘｝店、1991年川31頃、

＊U　〃’1竹児・Vl’藍1ゴζ｝・，）脳「己tt‘」」！・巳小Rr｜訥I　e’1rw1（礼」　（lbetリニ」，‘1，tM　、　［5X｝］t）1

　　27領
＊3　Lg川L．277‘’と．

＊・】都｝rlft．f‘1，“EdiO〔、1｝il派汲会へ意見」↓‘1，を求める聞度は、親権者の合立

　　がillられないために泊27条第1川第3卜♪措置が採れないケー・スに対

　　L第28条措侃を採るべきカ・否か苦慮している場合にイ1’効に活川す

　　べき’ぐある
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自立支援の諸相と課題

被虐待児の自立における
問題と支援の方向性

特
青少年の自立支援

　　　　　　　　　　　　　　　おく　やま　　ま　　さ　　こ

編2灘雌継ンターfRvaeemams奥山眞紀子

　1．自立と思春期

　日ウ1とはlitに経済的な独立を指すのではなく、心

理r白にも　’人の人間として独、ン：することを意昧す

る。心理的独、Zとは、唯我独尊になることではなく、

自己と社会の関係性のなかで、ド1己の行動をn己決

定し、社会のなかでの自己実現を目指すことを意味

する．このような真のn、τは・瞬にしてなされるも

のではなく、むしろ人間は一・生をかけて1’いフ：してい

くと考えても過言ではないo

　思春期はこの・連の自立過程における大きな第・

歩である。その思春期はまた、激しい変動の時期で

もある。身体n勺にも生殖可能な成人に変化し、攻撃

衝動や性衝動が強くなる時期である。また、認知の

能力も成熟し、1”i己を客観的に！Ll　Xo能力が備わって

くる．それゆえにn意識が高まり、「1己中心的にな

り、大人の意見を聞き入れずらくなる時期でもある。

　このような思春期の変動に適応し、自己実現に向

けた自ウ：の大切なヒ台を作るには、思春期までの心

理的な成長と、思春期の変動を支える支援が大切で

ある1，虐待を受けて育ったr一どもたちもこのような

思春期の嵐のなかで自立していかなければならな

い、．ここでは、虐待を受けたr・どもたちの思春期に

おける自、Zの困難さについて論じそれに対する」kL　I援

のあり方について私見を述べてみたい。

2．被虐待児の自立を妨げる問題

筆者が養護施設で外来を行っているなかで出会っ

てきた被虐待児のr1立の問題とは、無気力で将来を

考えることができない、攻撃性をUントロールでき

ずに爆発的である、反社会的行為がある、ルールを

守れず一定の仕事につけない、などといったもので

ある。虐待を受けたということがこれらの問題にど

のように影響しているかを以ドにあげてみる．，

　1）自己感の発達の問題

　（1）自己評価の問題：思春期は特に自信を失い

やすいll、↑期であるtjそれまでの自己が生物学的にも

心理的にも変化するだけでも自分に対する自信が失

われやすいのに、そのなかで独i？！のスタート台に立

ったのであるから、自信がゆらいで当然である◇そ

の時期に何とか適応し、自立に向かっていくために

は、最低限、rl己の存在に対しての自信が必要であ

るc，つまり、n分は生きていてよいのだ、自分には

生きる価値がある、という感覚である。その感覚が

欠如していると、投げやりになったり、自己を大切

にすることができない，、つまり、前向きになれない

ため、自立ができないのみならず、白己破壊的な行

動にいたる｜1r能性もある。

　虐待を受けて育ったr・どもたちの多くは、小さい

ころから「おまえが悪い」とかiおまえには価f直が

ない」といったメッセージを受けている◇身体的虐

待を受けた了・どもたちは自分が悪いから殴られてい

ると思っているし、心理的虐待はまさに了・どもの自

己評価をドげる操竹…にほかならない，、また、ネグレ

クトの状況で育っていると、必要な［1，b…朗にnL1が無
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条件に受け人れられたという体験が少なく、白己に

対する自信が育っていないことが多い．さらに、性

的虐待を受けて育ったj”どもたちのなかには「自分

が汚い存在」であると感じていることが少なくな

い、．これらの虐待による1’IL1無価fllli！盛は、　iLI　Lし否定

的にな・．・たり、自己破壊的になったりして、健全な

ド｜立が妨げられるtt・lklとなる，，

　（2）抑圧された感情による問題：非常に強い恐

怖の体験や自分にはとても受け人れがたいいやな体

験は感情を始めとする梢神活動を低卜’させる、，特

に、感情をUJり離してしまう傾向は、自己のiミ体性

をilkドさせる、　rl己の感情に対するr認識が薄れ、よ

ほど感川が高まって爆発するまで1’1分の怒りや悲し

みゃ不安を感じずにいることもある　また、自己の

感情や感動を感じられないことは、日分の楽しみや

嫌いなことを把握できず、未来の希望や期待を育む

ことを妨げ、肋気力に繋がったり1’］㍑の方向性を見

い川せないことになる、、

　（3＞自己の連続性・統合性の問題：恐怖体験の

状況によっては、その時の自分を全体θ）n分として

統合できずに、白己の連続性を失うこともある、、そ

のような状態では、自己の行動に関して、きちんと

したs「茸任を取ることが困雑となる、、自己の行動に責

任を取ることは自ウニの・つの条件である，，それがで

きないことは、’1］然自tフ1の妨げとなる、

　（4）自己制御能力の問題：被虐待児のなかに

は、1’it）一を安定化することが困難な］”どもたちが多

い、ネグレクトで白己を安定化することを身につけ

てもらえなかったr・どももいれば、親の白己抑制能

力が弱くて、［’1　Li抑制のモデルがなかったり、身体

的虐侍によって激しい感情を掻き起こされたり抑圧

をしたりに忙しく、r1己を安定化する能力が発達し

なかったりするためである，自己の衝動が強くなる

思春期において、白己安定化能力が低いことは、安

定した成人としての1’い㌧：が困難になることは当然で

川r界の児巾と母rl

ある。

　　（5）現実感の問題：虐待を受けた．f’どもたちに

とt＞て、現実は受け人れがたいものであったに違い

ない。その結果、現実としっかり向かい合うのでは

なく、ファンタジーの世界に逃げ込む一f・どももい

る．、現実対応が必要な自、γの時期に、現実に向かい

合えないことが白立の妨げになることもある。

　2）他者とのかかわり方の問題

　虐待を受けて育った子どもたちが他人を信頼でき

ないのは当たり前である。大人が皆、敵に見えてい

る∫・どももいるiコそのようなj’・どもたちは当然社会

との折り令いをつけることが困難であり、社会の・

貝としてのrいン1が困雌になることが当然である。

　3）アイデンティティーの問題

　（1）モデルの欠如や歪み：社会のなかでの自分

というアイデンティティーを獲得するに当たって、

モデルは非常に爪要であるtt占来子どもたちは親を

モデルとしてきた。近代社会になった今でも、j”ど

もが親と同じ職業を選んだり岡じような道を歩んだ

りすることは決して少なくない。ときには親を反而

教師にすることもあるが、いずれにしてもtモデル

としての親が．］「・どもの前に存在することが大切なの

である。ところが、被虐待児の場・合にはそのモデル

が不在であったり、モデルとしての役割を果たして

いなかったりすることが多い、，このことが自立の方

向性を見い山しえない・つの大きな問題となること

も少なくない，，

　（2）攻撃者への自己同一化：強いものに自己同

・化を図ることは動物としての本能であろうか、r一

どもが攻撃者へ白LL同・化することはよく知られて

いる、，虐待を受けて育ったr・どもたちが思春期にな

って家庭内暴力として弱い立場に転じた親に暴力を

振るってしまうこともあるvまた、虐待によっては

愛情と暴力が1司戊｝1「し、暴力がないと愛情が感じられ

ない結果となってしまうこともあるc，このような強
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すぎる攻撃性や暴力は自立を妨げることとなる。

　4）親への希求と独立の矛盾

　自立という言葉は、子どもにとって親が自己の一

部となっていることが前提である。しかしながら、

被虐待児の場合にはそのようなかかわりができてお

らず、早すぎる疑似自立を求められていることが多

い。つまり、前提条件なしの自立を果たさなければ

ならないのである。そのため、親に愛してほしいと

か受け入れてほしいという希求が強いにもかかわら

ず、親からの独立を岡時に果たさなければならなく

なる子どもたちもいる。このような矛盾する気持ち

が子どもの自立を困難にすることもある。

　5）性（genderとsex）の問題

　真の自立を成し遂げていくためには、自己の性

（gender）のアイデンティティーをしっかり持ち、

他者との親密な関係においての性的（sexua｜）関係

を作りヒげていかなければならない。性的虐待を受

けた子どもたちのなかには、長じて自分の性（gel1－

der）を受け入れられなかったり、他者との性的（sex．

uat）関係がよい形で結べなくなってしまう人もい

る△愛情と牲行為が分離できず、誰かに受け入れて

ほしいときに無意識に性的誘惑として表現してしま

う子どもたちもいる。このような性的問題が真の自

立の妨げとなることもある。

　3．被虐待児への自立支援

　（1）思春期前からの支援：思春期の自立を妨げ

る問題は、思春期以前に発生している。被虐待児に

対しては、発見された1時点から白立へ向けて早めの

支援がなければならない。特に、自立の前提となる

自己感の形成に関しては、思春期からの支援では遅

すぎる。表面的な問題はなくても、早期からしっか

りとした基本的自己感を育て、自己評価を保てるよ

うなかかわりが大切である。つまり、子どもが基本
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的な安心感と安全感を得て、そのなかで、「自分は

そのままの存在として受け入れられている」という

感覚を育て、白己の存在価値を十分当たり前のこと

として受け人れる状況を作り川すことが大切なので

ある。当たり前に思えるこの“存在することへの安

心感”を育てることが、自立の基礎となるt，

　心的外傷に対する治療も1i糊から行う必要がある、，

心的外傷が子どもの心理的発達や自己感の発達を歪

め、思春期になって問題が明確化してくることも少

なくないからである。心的外傷への治療は専門家の

介人を要することが少なくない。被虐待児の心的外

傷への介人ができる’、駐llll家との連携が頂要である。

　（2）モデルの設定：被1嵩待児にはIAウZに1如ナて

のモデルが欠如していることが多い。学校の先生、

施設の職員、親戚や近所の叔父さんや叔母さん、な

どもト分モデルとしての役割を果たす。周囲の人々

がモデルの必要性を認識して役割をとることもPttt一

である。この時期には同性のモデルが望ましい。

　（3）自立の時期の多様化：近年、1二どもたちの

自立の時期はどんどん遅くなってきているc、にもか

かわらず、被虐待児には、判田の1：1　，？！が求められて

いる。心理的には、親から認められずに疑似成熟を

せざる’ をえない状況に追い込まれていることが多

い。また、施設の丁・どもたちは15歳で白分の進路を

選ぱせられる。現在の多くの中学生にはまだ自分の

将来を考えることは求められていない。皆がいくか

ら高校へいくことが当然なのであり、自分の将来を

考える雰棚気がない。そのなかで、施設の予どもだ

けが自己決定を迫られることはかなりの負担であ

る。逆に早く自分のやりたいことがあり、卒業まで

待てない子どもや学業より仕事をして遼成感を得る

ほうが向いている子どもたちもいる。独立の時期を

現在のように一一律に考えるのではなく、その子に合

った独立の時期を考え、選択できることが必要であ



る。

　（4）自立につまずいた子どもたちへの支援：被

虐待児ではなくても、lt㌧二につまずくことはまれで

はない．t　・般には家族がそれを支えていくが、被虐

待児の場合には家族がその役11を果たせないことが

多い．施設にいるJ’・どもたちはもちろん、（1三宅でも

思春期のアンビバレンツに親が耐えられなくなるこ

とが多いからである「にもかかわらず、1”1ウZとは不

安なものであり、独ウ1の不安を支えてくれる信頼で

きる人が必要である．、つまり、いつも自分のことを

知っていてくれて、いつでも患痴を’ぼr）たり、ちょ

っと寄りかかったり、思いを111：き山したり、真剣に

語ったりする特定の人が必要なのである、，　・方、現

在社会ではrいフ：にかかる時問が長くなり、思春期が

10年間以ヒになっている。従って、長期にr・どもを

支える人が求められる，、現在のように、児童相談所、

福祉’∬務所、福祉施設が年術8によってバラバラな支

援をしている状況はrい7：支援には逆効果である。家

庭という巣箱が引・のむしろだった被虐待児に真に安

心して帰れる巣箱が与・えられることが白立支援には

欠かせない。長期に支える数人のチームが作れるよ

うなシステム作りを行っていく必要がある。

　（5）知的障害を持った被虐待児への支援：被虐

待児のなかには知的附害を持っている子どもが少な

くないtt先ノこ的な知的1；1葦害のことも、虐待の結果で

あることもある　いずれにしても、知的障害を持つ

被虐待児は1TTCの意昧で1’いγが困則iである、、現在の

状況では、虐待を受けた軽度精タ｝1遅滞からボーダー

ラインの∫・どもたちが養操施投で養育されているこ

とが多い。そのような］1・どもたちは、集団生活のな

かで、低い1’1己評fllliを持ちながら背1‖1びをして暮ら

Lていることが多いt）表｜Cii的によく見せようと背伸

びをしているだけ、本来の発達が遅れ、他者ともう

まくかかわれず、被害的になったりして、より自己

世界の児歳と母性

評イllliをドげていく結果となってしまう。なかには、

本来自立がある程度11r能な範囲の子どもたちでも白

・フニできなくなっていくケースもある。知的障害を持

ったt”どもたちへのケアを厚くすることや、施設内

で障害者の尊厳を重視するような養育や教育が必要

となる。教育機関とも連携して初期からその子ども

に合った自立を考えた’支援をしていくことが望まし

いo

　（6）権利教育と性教育；現在の施設ではなかな

かよい形での権利教育や性教育が行われているとは

誘いがたい，，また、残念ながら、施設のなかで年長

児が年少児に暴力や心理的脅しや性的な刺激を加え

るようなこともまれではない。被虐待児は自己の権

利を秒われてきたr一どもたちである。自己の権利を

守ることは、他者の権利を尊屯する責任を有する。

このような観点から、きちんとした権利教育がなさ

れることが必要である。愛情、生、性、権利に関し、

性の自己決定の権利を含めて、適切な権利教育や性

教育が必要である。また、適切な親モデルを欠く子

どもたちにとって、家族を作ることや親になること

に実感がないことも少なくない。“家族”への強い

希求から白己の心理的発述を待たずに性的関係を結

んでしまったり、妊娠してしまったりすることすら

ある。愛情と性の違いを認識させ、真の愛情に基づ

いた性関係とその結果に対する正’《任を実感させる必

要がある。ただ、愛情を受けていない子どもに愛情

を言葉で解くことは不ijJ’能である。このような教育

はあくまでも背後の心理的受け入れが合って始めて

有効であることは言うまでもない。

　4．最後に

　被虐待児への支援は、自立を含めて総合的に考え

る必要がある。虐待という心的外傷を受けた了・ども

には、・生を見据えた支援のシステムが望まれる。
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自立支援の諸相と課題

里親養護における自立の
問題
一
養育家庭委託児童のアフターケア実態調査から

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と　　だ　あけ　み
　　　　　　　　　鯨械園麟雛センター指糎戸田朱美

特 集．

膏少年の自立支援

　1．はじめに

　里親制度は社会的養護の受け11【Lの一・つであり、地

域社会にある・一・般家庭で営まれる養護形態である。

　東京都は養子縁組を日的としない11！親制度を養子

縁組里親とは区別した「養育家庭制度』として、ll召

和48年に発足させた。

　養育家庭でどのように児童の自立援助がなされて

いるのか、その実態と課題について、平成4年に東

京都養育家庭センター協議会が実施した1養育家庭

委託児童のアフターケア実態調査」の結果から考え

てみたい。

　2．調査結果にみられた児童の概要

　この調査は、制度発足当初のlllt和48年からこ1／成3

年4月1111までに18歳でiE・，IE校を卒業し満年齢解除と

なった場合と18歳未満で養育家庭から就職し就1戯解

除となった場合の合計177名を対象とした。調査方

法は、解除児童1名について1通の調査票を養育家

庭に送付した郵送調査である、，実際の対象者数は住

所がtl…ij明する養育家庭104家庭、解除児童163名とな

ったc，調査票の記入は養育家庭が行っている。有効

回答数は117通であった。

　調査結果の解除旭i7：は幼児から小学校低学年の1吐

期に委託されたグループ53名（45％）とi’1．1高生時期

に委託されたグループil8名（41％）に大別されるら

委託期間が10年以1；に及ぶ解除児童は55名で、5年

未満の解除児竜は43名であった。

　委託解除11iS，Ailのlid’1’i1の学歴は、中卒：18名、18歳未

満での“，“1，1学校等卒5名、1’lli卒75名（64％）、ll｝退17名

であった。解除後の進路は、就職79名（68％）、進学18

名、就職進学（勤労学ノ1こ月4名であった。高卒後さらに

進学したのは勤労学生を入れて26名（22％）である。

　委託解除時点での児竜の生活場所は、養育家庭と

の同｝il：が39名（33％）、会杜の寮40名（34％）、アパ

ー ト16名、卜’宿5名、白立援助施設2名、家庭引取

6名となっていた，、

　3．養育家庭の養育姿勢

　児童のニーズによってあらかじめ中学校卒業まで

と委託期問が定められている場合もあるが、「いつ

まで育てたいと考えていましたか（複数回答）」の設

問では、中卒まで11名、llJ卒まで33名、高卒以上7名、

就職まで27名、結婚まで32名という回答であった．t

　また「何を一番意織して育てましたか（複数川

答）」の設問では、杜会に出てj’・どもが・人前に生

活できるようにすること64　i／，、社会に出すことを考

えて乎に職（技術・資格）をつけること41名、将来

的に家族として生活すること7名、社会に川すこと

を考えて学歴をつけること5名であった、、養育家庭

の多くが社会に出すことを意識していたといえる、，

学歴を意織した者は少ないが、養育家庭からみて中

学3年生時点の’Y7：業成績が普通には達していなかっ
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た児・’iτが55名と’卜数いたのに対して、高校等への進

学は97名（83％）と多かった、、高校肚学率が9；i｝ll強

の杜会状況をにらみながら池や家庭教nlli祢を活川し

て進学させていたといえる。白L：t：への援助として学

ll；！・iへの取り組みがあったと思われる．

　4．委託解除後の養育家庭と児童との交流状況

　1解除後に児1」1’i：とのかかわりがありましたか1の

1没川では、調杏ll卜点での1剛‘↓｝中30名を含めて1f）2名

侶7％）の解1徐り己ri’［が養育家庭とのかかわりをもっ

ていた．、かかわりの内容は、電話やr紙のやりとり

44名、外泊（帰省）30名、llli会19名であった．かか

わりがなかった13名は委託期川1が5年未満であっ

た．交流の頻度は、調査時点での1司居中も介めて、

ほとんど毎Uか；，　）J1回くらいまでといった頻繁な

交流をしている解除児‘Lil：が66名（56％）いた．、

　解除児1’『：の多くが社会に川た後も養育家庭をより

どころの対象として考えており、それに養育家庭が

応じている状況であった．、　・般に児1∬は他者に依存

Lつつドいン：するものといわれる，、養育家庭が解除児

償の白ウ：を支える依存対象としての役害IIを充分に果

たしているといえる、，

　1解除後に児籏の生活費を負担したことがありま

すか」との設問では、負担したことがある59名（50

％）、負担したことがない52名（44％）であった。

負担の｛1：Viは、必要に応じてが30名、ほぼ全額22名、

日常的に・部負担5名となっていた、，負担した内容

は「月々の食費の・定額を子どもに出させ、その他

は里親が負川」「学：費をΨ親が負担、その他をr・ど

もが負担」「J㌧どもが病気した際の生活費・医療費1

「結婚の費川1等であったttほほ全額負担していた

’1’t’例は10年以ヒの委託期聞の場合が多く、さらに解

除時点で1司居している場合に多くみられた。

　高卒：後に進学した解除児’巨：18名のうち13名の’k活

111／界の児巾．と母刊

費を養育家庭は賃担したことがあった、，12名は解除

時点で養育家庭と同居していた，，学費、ノk．活費、fi三

居費、そのどれを欠いても高等学校卒業後に1佳学す

ることはむずかしくなる、，鍵育家庭が生活費や住居

を提供することで高¶後の進学がIlr能となる場合も

あり、この点で解除児章の進路選択に大きく貢献し

ているといえる。

　5．委託解除後に困ったこと

　養育家庭にとって委託解除後に困ったことのあっ

た解除児竜は63名（54％）であった、、

　その’1｜；柄は、生活費全般17名、身ノC保1’i’ill人14名、

金銭の浪費12名、勤労意欲がわかない12名、異性関

係9名、結婚9名、学費8名、進路8名、ローン・

損害等の保証人7名、11！親と同fi”1’か独立かの選択7

名N無断外川等不規則な生活6名、f昔金の肩代わり

6名、国籍・戸籍に関すること5名、実親に関する

こと4名、医療費4名、非行・触法行為4名、］三術

時の同意lll：1名であった〔複数回答L，

　養育家庭からみて、解除児～i’ζ自身が委元t解除後に

困った様了・であったのは52名（刊％）であった．n　そ

のII［柄は、保護者・保証人・後見人が必要なとき18

名、生活費17名、自分にあ’）た仕事がみつからない

119，、職場の人問関係10名、借金やローンの返済7

名、結婚について7名、信頼できる友達がいない5

名、学費4名、医療費4名、実親の消息3名、家口

3名、大人の相談相手がいない3名、友人関係1名、

異性の友達がいない1名であった（複数回答）。

　以ヒのことから、困るのは次のような場而が多い

ようであるtt①解除児粕よ保護者、保証人、後見人

が必要なときt．t養育家庭が身元保証人やローン、損

害等の保証入を要請されたとき。②解除児洞よ自分

にあったfll事がみつからないときや職場の人間関係

で困るとき。③養育家庭は解除児竜に金銭の浪費が
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あり、勤労意欲がわかない場合。④養育家庭に生活

費全般といった経済問題が生じたときである。

　また、高卒後の進学が26名いたが、困ったことと

して学費をあげたのは養育家庭8名、解除児激4名

と少ない。これは措置費の人学支度金をはじめ「児

童福祉友愛互助会杉浦基金・西脇和昭基金」やその

他の奨学金により経済的負担が軽減されているため

とも思われる。¶え成4年度には「1il訂宮児童福祉財【劃」

の修学助成も始まり、杉浦・1側協基金とあわせて高

等教育を受ける機会が経済的に広げられたことの意

義は大きい。

　6．委託解除後に養育家庭が求めているもの

　里親委託解除後に養育家庭が解除児童とかかわる

必要性を感じたことがあるのは63名（54％）の解除

児憧に対してであった。「一般家庭では18歳で独立

しない」「自立して社会生活を身につけるまで、し

っかりと見守り指導していく必要がある」「当然家

族の’人としていつまでも関係がある」等の意見と

ともに、「必要はある。けれどもこちらからは積極

的にかかわれない」といった意見もあった。必要が

ないと回答したのは33名であったが、その理由は設

問がなかったため明らかではない。

　委託解除後も養育家庭センターが養育家庭にかか

わってほしいと期待したのは18名である。その内容

は、養育家庭への梢神的サポート、解除児童の生い

立ち、就職、独立に対する指導と助言等であった。

　養育家庭センター以外の援助を期待したのは32名

で、その内容は経済的援助が19名と…番多く、次が

制度に理解のある専門相談貝16名であった。

　養育家庭センターが解除後の児童にかかわること

を期待したのは28名であった，，その内容は、実親の

こと、保証人のこと、就職の問題や職場定着のll呈1題、

中退後の問題、経済的援助、解除児童の相談役、解
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除児童と養育家庭との調整役等であった。

　その他、解除後の援助については、20歳までの援助

の必要性、解除児童が退職したときの相，淡場所と生

活場所の確保の必要性、解除後の経済的な公的援助

や貸し付け制度の拡充、解除前に解除後を想定した

話し合いの必要性、養育家庭が高齢になると精神的

な支えはできても経済的援助がきつくなること、自

立は25歳以、ヒになると思われる等の意見があったe

　7．養育家庭養育の自立を考えるにあたって

　調査結果では、多くの養育家庭が児童の自立を意

識し、解除後にも精神的な後ろ盾としての存在とな

っていた。さらに経済的な援助や坐活場所の提f螺撃

を行っている場合もあった。結果的には半数の解除

児童が養育家庭に生活費を負担してもらった経験が

あり、養育家庭の庇護のもとで自立をたどってい

た。また経済的には自立し、梢神的なよりどころと

して養育家庭と交流している場合もみられた。養育

家庭が行う解除児童の白立へのかかわりと考え方は

さまざまだといえる、，養育家庭養育における児童の

自立を考えるときには養育家庭になった動機と合わ

せて、次のようなことを考える必要があろう。

　養育家庭養育では養育者との間に親密な人間関係

を形成しやすく、特に実親との関係が希薄な児童の

場合は養育者との閥に親子関係を形成する。養育家

庭は社会的養護として児童福祉法上の措置という公

的な養護形態でありながら、一方では親子関係を形

成して営まれる家庭伎活という極めて私的な養護形

態をも包括している。養育家庭の特長ともいえる。

そのため、児童養護施設では18歳になれば施設をttt

て自立するということを児童に自覚させやすい側而

があるのに比べると、養育家庭では自覚させにくい

而がある。

　委託児童は乳幼児期に混乱した生活体験をもって



いる場合が多く、その自Sン1へのプロセスはルーツを

含めて自己を確、》：しなくてはならない等、並大抵の

ものではないと想像され、rいkには祁当な時問とむ

ずかしさを伴うと思われる，，　・般的に自ψ：が遅くな

っている風潮のなかで、その日立はより困雑になる

とも考えられる、．

　養育家庭と児籏との年齢元留よ実の親子関係よりも

10弍5歳トであることが多い，、そのため、委託illは

ゆとりのある経済環境や生活環境を提fl［しやすい側

向があり、解除時点では「1立と養育家庭の定年三U職

の1時期とが厄なりやすいライフサイクルである。

　8．調査からみた自立援助の課題

　養育家庭委託は解除時点で児巾が生活場所を変え

なくてもよいという｜1∫能性をもっており、結果とし

て同居に至る場介もみられた．，しかし、それはあく

までも結果であり、養育家庭と児竜との関係’ド1こや養

育家庭の意向や状況、そして解除児童の意向や状況

が合致した場合のものとして捉えなくてはならな

い、、これは解除後の経済的援助についても岡じであ

ろう．、制度ヒ、それを朋待するものであってはなら

ないと思うn結果として同帰｝や経済的援助を選択し

た場合には、契約の．概念を取り人れることも解除児

散の自、ン1心を培うためには必要であろう、、

　また、養育家庭．委託が児樹lll祉法による措置であ

る以lz、委託中に経済観念や家事能力などll］活でき

る力を身につけさせることは児竜の就労意欲や経済

的なことが解除後にもド1、111の課題になりゃすいだけ

に今後も必要な課題である．．，

　解除後に困ったことがあった解除児童は’卜数い

た．その際に1し体的でLlq“1的な手笈助休制を養育家庭

は求めていたt，解除児～i’［は養育家庭との精神的な絆

によって養育家庭を相膝者として選択しやすいt．そ

のときのイ11談内容や要望が養育家庭の守備範囲に止

旧1界の児1’♪．と1り：V］1

まるものであれば、養育家庭は困ることはない。養

育家庭の範囲を越えたときにどのような援助体制が

あるのかが課題となってくる。．市民が社会的養護の

・部を担う養育実践の結果として「地終的には何も

かも里親が解決するしかないと思いました、、疲れま

した」ということがあってはならないと思うL．養育

家庭のみが抱え込むのではなく、解除児童と養育家

庭をバックアップする相談援助体制として、他資源

の活川や他機関との連携が必要だと思われる。現

在、養育家庭センターは機関の責任において相談に

応じている場合があるが、今後、援助機関を公的に

どこが担うのかを明確にする必要はあろう。

　養育家庭に委託し児章の1’li：’：支援を充実させるた

めには、養育家庭センターは、児童相談所との連‡1砦

のもとに、委託時点、委託中ならびに解除ll．3点にお

いてアセスメントと〔いンニ援助計画を養†f家庭ととも

に策定することが、ますます・層、必要とされる。

　なお、解除後の困ったことにあげられていた保証

人に関しては、’1勺茂7年に東京都は児竜養護施設関

係者との連動のもとに、「白，）1　十ittリ」イ足」｛皇／1｜f’・業1聞1鵬ど」

を発足させた。このことと從前から機能していた杉

浦・西脇基金によvて、就職や進学時の身ノ亡傑証

人、アパート等の住居賃貸時の連昂：保証に伴う損害

賠償の公的保illliや身分保言iE援助金、．’1⊆ll没補償援助金

といった条件整備は進められてきている、，

　行方不明等により実質的な親権者や後見人がいな

い場合には、措置解除となる18歳から成人までの期

問、解除児醗の法的なi？：場は不安定なものとなって

いる　例えば、その期川のパスポート日1硝は法定代

理人がいないことから取得がむずかしくなる。あえ

て、後見人を選定しなくても法的に無防備な状況で

はないとのことではあるが、行政手続きヒの不利益

は生じていると思われる、，成人までの2年醐ではあ

るが、r1鱈愛助を支える基盤としては課題であろう，，
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自立支援の諸相と課題

要養護児童の自立支援
一
S自立援助ホームの実践をとおして

胃少年の自立支援

　　　　　　　　　　　　おお　しまさ上う　じ

鮮蜘錯微醐搬大嶋恭二

　はじめに

　このたびの児苗福祉法の・・部改1じにより各稲児童都祉

施設の名称や機能の見直しが図られ、児童の白、ン1支援が

明文化されたこと、また施設退所後の児童等でその自立

のために援助の必要な児描を対象とする児『郁1立生活援

助事業が法制化され、その・悩の普及促進が図られるこ

とになったことは周知のとおりである。

　与・えられたテーマが「児舵養護と自立支援」ということ

であるが、ここではこれまで自立相談援助事業として位

置付けられてきた自立援助ホームのうち、要養滋高齢女

了・児童を対象とする［S自立援助ホーム」の実践を通して

要養護高齢児童のド1立支援のあり方を考えてみることに

するtt．特に白立援助ホームにおける彼女たちへの援助の

　　　　　　　　　　　　／i　枠紺を構築するための調沓研究の概要を報告することを

rl）心にしながら与・えられた課題に応えることにしたい。

　1．自立援助の視点

　（1）支援を必要とする児童

　S自立援助ホームを利用する児｝‘iτは、児償養1護施i没や

児竜自∪支援施設等を退1り子した者、巾卒二後において何ら

かのFll川で社会的養護の対象となった者等、主として15

歳から18、19歳の親等の養育機能が十分でないために、

自ら働くことなどをとおして自立しなければならないの

に、そのn立が杜会からの援助なしではむずかしい者た

ちである。すなわち彼女たちは同年代の大多数の者が享

受する標準的、一般的な生活の遂行が困雌となる諸事情

のもとにおかれ、結果的にある種の偏りを含む問題状況

となって、その附難が・．・人・入の上に具現化しているこ

とから、それらの問題状況の解｝犬をt．．1指して杜会（児童）

福祉的援助の対象となっている．9’である、，

　・h一で彼女たちの社会のなかでの，：’！場は、若年の・人

暮らしの女r・労働者であり、不安定な労働条件のもとに

おかれ、そのr1立をより厳しくする客観的な状況のもと

におかれている。自』1？二援助ホームにおける援助は、まず

対象およびその置かれた状況の客観的な把握から始めら

れなければならないが、表1～5は、’ド成5（1993）年10

月．一’ド成9（1997）年i）JJまでの4年川に「S自11γ援助ホ

ー ム」に入所し、そして退所した40名の概要であり、表6

は’ド成9（1997）年10月31日現在の人所者の・覧である、t

入所時の状況等を見るとき、彼友たちの問題の基底には

親の問題としての養護川題があり、そのうえにそれぞれ

個々に就労．ヒ、生活上の問題、あるいはさまざまな陶題

行動等がみられるtt　rいン：援助ホーム人所に至るまでも親

の養護問題が解決されていない者が多く、親等の庇護の

ト’に白“tlの池備をすることもできないままに日立を強い

られているのが実態である。

　（2）一人暮らしの生活を維持存続させるための要件

　彼女たちの自立、いわゆる・人暮らしを可能にする要

件として、

　イ，小活に必要な収人を1寺続的に碓保できること、

　ロ．住居の確保、栄養の摂取等生活．Lの諸欲：Rが充足

されること、

　ハ．人問関係（親子、友人、職戊易、近隣など｝が1i．1滑で情

緒的な安定を確保できること、

　二．発達段階に応じた社会化が行われること、

の’1点があげられよう（図1．要養護高齢女．∫・の・人78ら

しの生活システム）．、

　しかしながら表1～表6にみるように、白立援助ホー

ムを利用する彼女たちにとってこれらの保題を逮成する

ことは容易なことではない。収入を持続的に確保するに

も、15、16歳という．年齢、中学卒業という学歴、少ない

生活経験、乏しい人間川係などの生活歴は職場での不適
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応をしばしば招来するし、また雇川環境の而でもかって

のような彼女た．ちの白、叱を支援するまでの余裕がないの

が今1．1的状況である、，住居の確保、栄養の摂取等生活1，1

の話欲求の充足にしても、少ない収入での住居確保の困

雅さ、親との生活経験をとおして身につけるところの生

活管理や家‘∬遂．行、金銭管理等の能ノJの末別さは、彼ら

をして生活ヒの諸欲求を容易に充たしてくれるわけでは

ない。人開関係の円滑な構築においても、もともと希薄

な体験は職場内での人川閲係等に影響を及ほすことも少

なくなく、また・人暮らしの☆任をとり生活のi三体者と

して生きていくことは発達途ヒの彼らにとって、その機

能の遂行はあまりにも過電な負担であるとitわざるをえ

ない　このような尤態をみると15、16歳での彼女たちの

　・人．暮らしそのものが問題であり、ドいフニは困難であると

いうよりも不打r能に近いと言わざるをえないし、また、

18歳を過ぎたとしてもモラトリアムの1《期化のなかでは

彼女たちの1’i　s：tlのためには杜会的な援助は不1：r欠のもの

である．♪

　rい：’！援助の具体［／1tJな万※を杉えるとき、なぜ．一人暮ら

しがむずかしいのか、111　iZを困難にする要件は｛町かを科

学rlりに把握する必要があることから、1’1・ン：援助ホーム利

川者の問題状況をヒ山イから二の’人暮らしをr］r能にす

る要件とのかかわりで整川したものが1．図2．問題状況

図．1である．家族の養育機能、あるいはこれに代わるべ

き祉会的養護の養育機能の不卜分さは収人確保、生活の

維持・管瑚、ll｛滑な人間閲係、　・人暮らしにLK任をもつ

ことのできる発達に応じた杜会化等、すべての［riiにおい

退所者の状況（平成5年10月～平成9年9月）

表1．入所時年齢

］5歳

9名

16ts

7竹

17歳

11名

lS歳

s名

19歳

3名

20taslV　l’

2’t」

、
ー

ノ
「

表2．就学状況（学歴）

叩ン河繋

18名

高校中退

13名

高校㌣装

6名

高枚r酵’

1名

養1，鮮枚「］づ

1名

x、1婆”∫校早烹

1名

Rist

・10ft，

表3．在籍期間

1川
2名
2川
1名

1川
1名
5川
3名

（iV」　jl

3名

勘月

3名

f1ヵ月

2名

1年

Is名

L）　ti

・a名

lfF

2名

511

1名

合，）1

4｛，名

表4．入所経路

臨‘施投

7名

文旺酎研

6名

児鮒1紐1

13名

礼劃壌所

9名

‘杁｝1厭所

2名

イ・　人

2名

臨き蹴楠

1名

含司

’lo名

表5．退所理由
｛IJ↓姪ム荻犠

　Ei名

アハート

T5．Z

K延引．：」［tll

7’r，

iLL　施 1‘「i　ノ、　「tr　　 li　［　　8i　夕‘　～ i

呂名 1名

亀II婚

2名

人　院

1名

川1
ttlefT

Iv：界の児巾とtltM／

て彼女たちの生活全体の貧しさに帰結し、現代の労働環

境、社会環境とも相侠ってますますその自）Zを困難なも

のにしている．、

　2．自立援助ホームの機能

　自・Z援助ホーム利用者は人所の時点で、一人暮らしの

生活課題の充足がなされていない状態である．すなわち

収人は確保されておらず、安定した生活の場もない、ま

た情緒的にも不安定で、非行やその他の問題行動等が伴

っていることもしばしばである．、

　1’1ウ：援助ホームが行う援助が利川者の白、沈に役立つた

めには、　・人暮らしの生活の実現に向けて粗織的に組み

立てられなけれは’ならず、その場、その場の対応に終始

しているならば全体像としての処遇方針は見失われてし

まう。先にみたような問題状況の把握にλセついて収人確

保、生活の維持・管理、川滑な人間関係、発遼に応じた

社会化の援助の・つ・つが全体の組みウニてのなかで位置

付’けられなければならない．，具体的にはまず安心して荘

らせる場の確保、すなわち住む場所、生活の場の提供を

第一義とし、そのうえで収人獲得につながる就労援助、

いわゆる求職の十伝いから始まって就労継続のための各

種の援助、また家！］．Fの遂行や金銭管理等の生活維持’管

川の援助・指導、さらにノミ人不信、人問不信が根強く、

各柿の閻題行動にも結び付いている人問関係の修復への

受容を基礎とするアプローチおよび、社会のなかで、

人で▲‘亡任をもって暮らしながら人問として成艮し、内［fli

的にも発逮していくという課題への挑戦とそのことへの

援助などが相互に関連をもちながら全体として提供され

る必要がある。

　白、τ援助ホームの援助が真に機能するためには、彼女

たちの要養護性、単身の．女子若年労働者であること、発

違段階途1：にあることを踏まえたうえで、「心をかけ、

時川をかけて待つ」という杜会福祉の哲学と、Ψ門的援

助の知識、技術を推ね伽えた施設および施設職貝の存在

がなければならないし、その専門性を支えるのが行政で

あり、財政基盤の確立であると言えよう。（図3）

　表5の退所理山に見られるように、自立援助ホームの

援助が多くの利旧者の白立に寄1？していることも明らか

であるし、また知的な発達の問題等から現イliも、また将

4ξにわたってもその．∫・なりのr1ウ：、自己実現にむけて息、

のながい援助力曽．fわれていることも弔実である。
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